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「いのちのとりで裁判　全国アクション」設立
安倍政権が強行した「生活保護引き下げ」は憲法違反だとして全国で保護利用者が原告として立ち上がった裁判を支援する全国組織「いのちのとりで裁判　全国アクション」が１１月７日に設立され、「生活保護基準という『命のとりで』を守り、より良いものにしていくことは、すべての人の命と生活を守ることにつながります」としたアピールを採択しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ安倍政権は２０１３～１５年まで３回にわたり生活保護基準を最大１０％も引き下げました。これに対し、全国２７都道府県で９００人超の保護利用者が原告として立ち上がっています。（桑名からも５名の方が原告になっています。）　　　　　　　　ｐ生活保護は、最低賃金や年金、就学援助等と密接な関係があります。　　　　　　　　　　ｐ共同代表は６人で、作家の雨宮処凛さん、ＮＰＯ法人もやいの稲葉剛さん、金沢大学名誉教授の井上英夫さん、弁護士の尾藤廣喜さん、全国生活と健康を守る会会長の安形義弘さん、日本障害者協議会代表の藤井克徳さん、です。　　　　　　　　ｐ井上英夫さんは挨拶で「“生活保護の利用は権利”の世論を大きく広げ国政を揺るがし、朝日訴訟の時の様に運動を広げよう」と呼びかけました。　　　　　　　　ｐ尾藤廣喜さんは、安倍政権が生活保護改悪を出発点に社会保障制度を根本的に破壊しようとしていると指摘し、「この裁判に立ち上がることで社会保障全体を底上げし軍事費の増大へ歯止めをかけ、誰もが安心して暮らせる社会に変えていこう」と強調しました。

「生存権がみえる会」結成３周年イベント
（三重県でこの裁判を支援している会です。）
【日時】　１２月１８日（日）１３時３０分
【場所】　アスト津ミーティングルーム　Ａ・Ｂ
【講師】　ささしまサポートセンターの橋本さん
【テーマ】ささしまサポートセンターの活動を中心に話されます。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
市の各種委員会、協議会等への大学からの委員の状況
桑名市では、約８０ある委員会、協議会等のうち３７に大学から先生方に来ていただいています。大学別には三重大学１７名、四日市大学５名、鈴鹿医療科学大学４名、中京大学・名古屋工業大学・三重短期大学・四日市看護医療大学各３名、皇學館大学２名、朝日大学・金沢美術大学・関西大学・岐阜経済大学・岐阜大学・金城学院大学・東京未来大学・同志社大学・名古屋学院大学・名古屋市立大学・奈良教育大学・福井大学・北海道大学・名城大学各１名の計５４名です。　　　　　　　　　　

三重県内の大学から３４名、２０名が県外（内、愛知県から１０名）です。総
合計画の関係等で三重大学が多いのは分かりますが、名古屋圏にありながら名古屋大学からは一人も来ていないのは不思議です。
ＴＰＰ承認案・関連法案に反対する理由　　　　　　ｐ国民への説明責任が果たされておらず、ＴＰＰ特別委員会での質疑打ち切りと採決強行に抗議します。　明らかになったＴＰＰ協定の重大な問題点は、① ＴＰＰ協定の原則は関税撤廃であり、「国会決議」に真っ向から反するという事。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　② ＴＰＰ協定が「食の安全」をはじめ、国民のくらしと命、健康を脅かす事。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③ ＴＰＰの効果は、日本の企業の圧倒的多数を占める中小企業には恩恵が及ぶどころか取引先の多国籍企業による海外展開に付き合わされ、国内の産業空洞化が一層ひどくなる事。④ 多国籍企業や投資家が損害を受けたとして、投資先の国を訴えることができるＩＳＤＳ（投資家対国家紛争解決）条項が盛り込まれている事。⑤ 国民のくらしや命よりも多国籍企業の利益のために、日本の経済主権・食料主権を脅かされる事。です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ各国の経済主権を尊重しながら民主的で秩序ある経済の発展をめざし、平等・互恵の貿易と投資のルールづくりこそ世界の流れです。日本が進むべき道は、ＴＰＰではありません。日本共産党は、引き続き、ＴＰＰ協定の全容と問題点を明らかにし、国民の世論と運動と固く結んで批准を阻止する決意です。　　　　　　　ｐ桑名市議会では、今年の３月議会で、農民運動三重県連合会から出された「ＴＰＰ協定を国会で批准しないことを求める請願」（紹介者は日本共産党桑名市議団）を審議しましたが、賛成少数（７名）で不採択になりました。
「部落差別」永久化法案　人権侵害調査が責務に
自民、公明、民進各党が提出している「部落差別」永久化法案について、日本共産党の藤野議員は２日の衆院法務委員会で、特定団体の主張に基づいて人権を侵害する実態調査や施策を国や自治体の責務とするものだと追及し、「断じて許されない」と廃案を求めました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐこの法案には「部落差別」の定義がなく、国が自治体の協力を得て実態調査を行うとしています。法案の発議者は、定義について「部落の出身者であることによって差別されるということで理解できる」と答弁しています。　　　　　　　　　　ｐ藤野議員は、発議者のいう定義と同様に居住歴を定義として規定しているのが唯一、部落解放同盟の“綱領”だと告発し、「特定団体の定義を恒久法に盛り込むのは前代未聞だ」と批判しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐまた、過去に総務省が行った実態調査に触れ、「生まれ、出身をラベリングする調査は、まさに日本国憲法が禁止する人権侵害だ」と指摘し、人権連（全国地域人権運動総連合）に寄せられた「この法案は未来永劫、私たちとその子孫に部落の烙印を押すことになります。いつまで私たちを部落に縛り付けるのですか。もう解放してください」という当事者の声も突き付け、厳しく追及しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ金田法相は、全ての答弁を「議員立法なので所感を言うのは差し控える」として避けました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ桑名市内では差別ビラが撒かれているなどの報告がありますが、市の予算の中には多額の同和関連予算が組み込まれております。日本共産党桑名市議団は、一貫して同和行政を終結するよう要求しています。

１０月、１１月、２つの都市計画関連の学習会に参加してきました。
１、景住ネット・全国まちの問題フォーラムi n 名古屋
スローガンは「止まれ乱開発　住み続けられる街の仕組みをつくろう! 」でした。
文京区の紛争調整制度を目指す請願―きっかけとなった紛争案件の報告とともに―（小石川２丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会）が参考になりました。このマンションは、完売後に建築物の建築確認が取り消された事例で、ほぼ完成したマンションがそのままになっています。
そこで、住民不在の開発から、住民によるまちづくりを提案しています。デベロッパーは本来住民ではありません。行政は役割を公平・公正にやって欲しい。請願内容は、一定規模の開発事業・建築計画に、区と区民と事業者の３者が公開の場で協議する事を義務付ける制度の創設を求めるものです。
２、第４９回 区画整理・都市再開発対策全国研究集会　　　　　　　　　　
記念講演「太子堂まちづくりの報告」（梅津政之輔さん）
―もう一つの防災まちづくり・３５年 ―暮らしがあるからまちなのだ！― 
（１）世田谷区太子堂は、庶民のまちであり木造住宅密集地区。太子堂２・３丁目地区の防災まちづくりは、面積３５.６ｈａ、人口８,３００人、世帯数４,１００世帯が対象。昭和５５年、世田谷区が「住民参加による修復型の防災街づくり」を住民に呼びかける。（修復型街づくりとは、再開発や区画整理事業と違って、個別住宅が建て替えの時にセットバックによる道路の拡幅、建物の不燃化を進める街をリノベーションしていく事業方法。）防災対策の課題は、①建物の不燃化、②狭隘道路の拡幅整備、③防災拠点としての広場、公園の確保、だった。昭和５７年、まちづくり協議会を設立。４つの運営原則①住民主体のまちづくり、②地域に開かれた組織、③合意形成に努める、④ハードだけでなくソフトを含めたまちづくり。ですすめる。合意形成を重視した住民参加による修復型の都市整備事業は、効率が悪く完成の見通しが立たないと国交省や都から批判を受けている。
（２）烏山川緑道の再生計画、国立小児病院跡地利用（緑と人工の川をつくる。西医療センターの跡地利用の参考になる。もっと住民の意見を取り入れるべき。）
（３）三軒茶屋駅周辺再開発との比較（地権者は少なく高度利用、旨くいかない）
（４）まちには多様な生活、さまざまな価値観を持つ住民が住んでいるから、まちづくりには行政と住民、あるいは住民と住民の対立は避けられない。対立を解決するために、協議会は時間をかけて対話を重ね、合意できる道を探求してきた。
安易に多数決で決めると住民の間にしこりが残り、コミュニティが壊される。
・必要条件（よそ者、若者、馬鹿者）・このまちが好きで、死ぬまで生きておりたい。残り５０％は面白いか。（勉強は面白い。）
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話し合いの少ない事例　駅西区画整理　　　　駅東のマンション開発

日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２７１　　　２０１６年　　１１　月　１７　日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５











































































































